
聖籠町訓令第６号 

聖籠町事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。 

平成２６年７月１０日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町事務決裁規程等の一部を改正する訓令 

（聖籠町事務決裁規程の一部改正） 

第１条 聖籠町事務決裁規程（昭和５９年聖籠町訓令第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１８号中「職務専念義務免除」の次に「（厚生に関する計画を除く。） 

を加える。 

 第４条中第１１号を第１２号とし、第１０号を第１１号とし、第９号を第１ 

０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

（９） 事務管理監及び課長の職務専念義務免除（厚生に関する計画に限る。）

の承認 

 第５条中第１６号を第１７号とし、第１５号を第１６号とし、第１４号を第

１５号とし、第１３号を第１４号とし、第１２号を第１３号とし、第１１号

を第１２号とし、第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加える。 

（１０） 課員の職務専念義務免除（厚生に関する計画に限る。）の承認 

（聖籠町職員服務規程の一部改正） 

第２条 聖籠町職員服務規程（平成７年聖籠町訓令第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１５条第２項中「、職務専念義務免除願」を「、職務専念義務免除願簿」 

に改める。 

 別記様式第１１号の２（第１５条関係）を次のように改める。 



別記様式第 11号の 2（第 15 条関係） 

 

職 務 専 念 義 務 免 除 願 簿 

（厚生に関する計画に限る） 
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附 則 

この訓令は、公示の日から施行する。 

 

 

 


